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は じ め に

イスラーム世界を理解する鍵はムスリム（イ

スラーム教徒）の行動指針となるイスラーム法

であり，これはウラマー（宗教学者）が啓典ク

ルアーンとハディース（預言者の言行録）を解

釈して実定法にしたものである。今日多くのム

スリム諸国では，刑法，商法，民法などほとん

どの制定法にはヨーロッパ法が導入されたが，

家族法（婚姻・離婚，親子関係，相続について定

める）にはイスラーム法が適用されている。ク

ルアーンのなかには家族法問題に関する規定は

多く，イスラーム法のなかでも中核的部分を占

めている。しかし，制定法になる段階でイスラ

ーム法は近代法体系への適応を迫られ，古典的

イスラーム法に修正が加えられて現代ムスリム

社会の価値観を反映するようにもなる。ここに

近代におけるイスラーム発展のひとつのメカニ

ズムがある。制定されたムスリム家族法はイス

ラームの変容を知るメルクマールのひとつでも

インドネシアにおけるイスラーム法学理論革新の試み
──「イスラーム法集成（KHI）対案」の方法論を中心に──

こ ばやし やす こ

小 林 寧 子

《要 約》

２００４年１０月，インドネシアの宗教省は新しいイスラーム法解釈をもとに編纂した「イスラーム法

集成対案」を発表した。これは宗教裁判所の審理の根拠となる実体法として使用されている「イス

ラーム法集成（KHI）」を抜本的に改革することをめざしていたが，複婚禁止，異宗教間婚姻容認

など，従来のイスラーム法とは大きく異なるために，各方面から激しい反発を呼び起こした。この

草案は宗教省の名の下に出されたが，手がけたのはナフダトゥル・ウラマー系の知識人である。そ

のなかで提示された新しい法規定ならびに方法論は，ここ３０年間の同団体内で展開していたイスラ

ーム法学議論の展開をふまえたうえで理解されなければならない。そうすると，法抽出の理念の提

示，法学パラダイムの転換，法判断・法規定抽出の鍵となるカーイダ（法格言，法原則）の見直し

など，従来のイスラーム法学理論を批判的に検討したうえで，これを革新しようとする試みが行わ

れたことがわかる。さらに，この草案を提出した側も批判した側も，イスラーム法学古典を学問的

土台として議論を展開しており，インドネシアのウラマーもイスラームの知的伝統の枠内で思考を

重ねていることが明らかになった。この草案自体はまだ試行錯誤の途上のものではあるが、インド

ネシアのウラマーがその社会現場で行う創造的な法学的営みの一端を示したと言える。

───────────────────────────────────────────
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ある。

しかし，ムスリム家族法は古典的イスラーム

法との連続性が強いゆえに，その改正は法制上

の問題だけでは片づかない。フィクフ（fikih，

イスラーム法学，法規定の集積）と同時に，法解

釈の手続きを論じる学問であるウスール・フィ

クフ（usul fikih，法源学，法学理論）（注１）を動員

して，新しい規定がクルアーンやスンナ（預言

者の範例）に矛盾しないという理論的説明が必

要となる。ムスリム家族法の問題がウラマーの

学説も巻き込んで宗教問題化するゆえんはここ

にある。

国民の大半がムスリムであるインドネシアで

は，家族法に相当する婚姻法のほかにもそれに

関連する法規がいくつか制定されている（注２）。

後述するように，この婚姻法には当初からいく

つかの問題が指摘されていたにもかかわらず，

その改正は棚上げにされてきた。しかし２００４年

１０月４日宗教省は，同省ジェンダー主流化班

（Tim Pengarusutamaan Gender，以下PUGと略）

の起草したムスリムのための家族法改正案を主

軸とした「イスラーム法集成対案」（Counter

Legal Draft−Kompilasi Hukum Islam，以下，「KHI

対案」と略）を発表した。これは『イスラーム

法革新──イスラーム法集成（KHI）対案』［PUG

２００４］という小冊子の形で提出され，そこに

は改正案であるKHI対案とともに，法規定を導

く方法論も提示された。このKHI対案に関して

は，メディアが大きく取り上げたり，セミナー

が開催されたりするなどの関心が示された。し

かし，一時的に議論は沸騰したものの，社会か

らの強い反発を憂慮した宗教大臣（注３）がKHI対

案を撤回処分にしたために，半年ほどで議論は

終息させられた。

筆者はイスラーム法のあり方が問われたこの

問題を一過性の「騒動」ととらえるべきではな

いと考える。KHI対案は従来のイスラーム法理

解と大きく異なるために，その斬新性に目を奪

われる。しかしそれ以上に注目しなければなら

ないのは，イスラーム法学の方法論上の問題を

提起したことである。これはKHI対案が既存の

イスラーム法学のみならず，その規定を導き出

す法学理論をも問い直していることを意味する。

つまり，再解釈というよりは再構築をめざし，

新しい法体系を示そうとしたものであった。

法源学（法学理論）は中世イスラーム世界で

成立し，クルアーン，スンナ，イジュマー（ウ

ラマーの合意），キヤース（類推）の４つを法源

とし，この順序で権威があることが確立された。

また，この４つに規定がない場合に，マスラハ

（maslahat，無記の公益，福利），慣習などが法

源として認められている。典拠であるクルアー

ンとハディースのナッス（明文）を理解するこ

とから始まり，規範のナスフ（廃棄）など法規

定を導く方法はいくつもある（注４）。それらは総

称してイジュティハード（学的努力）と呼ばれ

る。クルアーンとスンナを実定法にするのはイ

ジュティハードにほかならない。この法源学の

共通理解ゆえに，広いイスラーム世界でイスラ

ーム法の一体性は保たれてきたし，インドネシ

アのウラマーも常にそれを受容する側であった。

しかし，この法源学も近年は「時代とともに変

化する進展の学」［ハッラーク２００３，３２２―３２３］

として再認識されつつある。

インドネシアで主流となった法学はスンナ派

正統４法学派（マズハブ）のなかでもシャーフ

ィイー学派であり，名祖のシャーフィイー（８２０

年没）は法源学の父とされている。インドネシ
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アのウラマーが本格的に法源学を学ぶようにな

ったのは，２０世紀初頭からと考えられる（注５）。

ウラマーは法判断をする場合，イジュティハー

ドという言葉を使うのに臆する傾向が強い。伝

統的法学理論が堅固であること，イジュティハ

ードを行える能力が厳しく問われるため，新し

い法解釈には極めて慎重な態度で臨むからであ

る。

こう考えると，方法論に関する問題提起，つ

まり，典拠とする法源の序列，文理（アラビア

語文法）解釈方法，法判断・法抽出の原則を問

い直すことはいかにも大胆な挑戦と言わねばな

らない。しかしながら，中東で成立したイスラ

ーム法がインドネシアで適用される際，細則に

関しては再解釈がなされてきたことはよく知ら

れている（注６）。マスラハや慣習が法源として認

められていることは，部分的にイジュティハー

ドがなされる可能性があることを示している。

ましてや，現代という変化の激しい時代におい

ては，ウラマーは新しい状況を把握して法判断

をすることが強く求められている。KHI対案を

めぐる議論には現代インドネシアのイスラーム

法学で起きている問題が反映されていると考え

られる。

インドネシアで法制化されたイスラーム法，

つまり家族法関係諸法規についてはすでにいく

つもの研究がある。しかしその多くは法制定の

政治過程を中心に論ずるか，あるいは断片的に

いくつかの条項を議論にするに過ぎない（注７）。

そのようななか，ホイルディン・ナスティオン

（Khoiruddin Nasution）が，４つのポイント（多

妻婚，後見人の役割，婚姻登録，離婚手続き）に

絞って古典法のコンセプトと制定法を比較し，

諸学説を整理して法解釈の可能性を探っている

［Khoiruddin２００２］。また，ヌル・アフマド・

ファズィル・ルビス（Nur Ahmad Fadhil Lubis）

が，古典法が現代インドネシアで再解釈されて

実体法になる際の方法論の問題に言及している

［Nur Ahmad１９９７］。

一方，法学理論まで言及したインドネシア・

イスラーム研究には，法学思想を扱ったFeener

（１９９９）と，ファトワ（法学裁定，法的見解）を

論じたHooker（２００３），さらに宗教裁所の法判

断を分析したBowen（２００３）がある。法学理論

にまで踏み込む研究者はまだ少ないが，その重

要性は近年認識されつつある。長年インドネシ

アのイスラーム法研究に取り組んできたフッカ

ーが言うように，「すべての法体系はこの基礎

的努力（法学理論）に依拠しており，これなし

には体系はありえない」［Hooker２００３，４３］か

らである。

本稿ではこのKHI対案が起草・提出された背

景を明らかにしたあと，そこで提示されたイス

ラーム法学理論，およびそれに基づいて導き出

された諸規定の古典的イスラーム法との相違点

を検討する。さらに，KHI対案の特に法学理論

に対する批判を検討したうえで，インドネシア

でのイスラーム法革新で核となっている問題を

明らかにし，またそれは法学理論上どのような

意味を持つのかを考えたい。

Ⅰ KHI対案の背景

１．ムスリム家族法改正問題

独立インドネシアでの法整備は１９７０年代から

本格化した。開発のために政治的安定を図るス

ハルト政権が，中央集権的住民統制の行政制度

確立に着手した頃である。かつての植民地法が
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人種・宗教別であったり，地域別であったりし

たため，全国民に適用される法律の制定がめざ

された。婚姻法はこのような法の「統一」

（unifikasi）政策のなかで，１９７４年に制定され

た。ただし，婚姻法は全国民を適用対象としな

がらも，ムスリムだけに適用される条項を多く

含んでおり，近代ムスリム家族法とも言えるも

のである。

婚姻法は冒頭に，「婚姻はそれぞれの宗教お

よび信仰の法に従って締結された場合に有効で

ある」（第２条第１項）と定めている。この規定

がその後の家族法関係諸法規にイスラーム法が

密接に関わる起点となっている。婚姻法を受け

て，ムスリムの婚姻・離婚，相続問題を審理す

る宗教裁判所（Pengadilan Agama）の制度的確

立が図られ，１９８９年に宗教裁判法が成立し

た（注８）。さらに訴訟の手続きを定めた宗教裁判

法に対応するために，審理のガイドライン

（pedoman）として，Kompilasi Hukum Islam（「イ

スラーム法集成」，以下KHIもしくは現行KHIと略）

が大統領令（Instruksi Presiden）１９９１年第１号

で示された。

婚姻法では「宗教の法」（hukum agama）と

は何かということは具体的には規定されなかっ

た。それゆえに，社会で慣習的に通用してきた

ウラマーの見解がそれにあたると解釈され，あ

たかも制定法の他にも法があるように理解され

てきた。その意味では，KHIは「宗教の法」と

して公的に示されたものと言える。KHIは，婚

姻法を踏まえてイスラーム法に則った婚姻・離

婚等の手続きを詳しく示すことがその趣旨で，

ムスリムのみを適用対象としている。KHI以前

には，裁判官には参照文献として法学のキター

ブ（アラビア語の宗教書）が１３冊指定されてい

たに過ぎない。KHIにはそれが統合されて，イ

ンドネシア語で示された。婚姻法が比較的大雑

把な原則を示したものであるのに対し，KHIの

内容は他のムスリム諸国の家族法と同様の細則

まで定めている（注９）。しかし，婚姻法や宗教裁

判法が議会で制定された法律（Undang−Undang）

であるのに対し，KHIは大統領令という行政命

令で公布されたものである。その法的地位は不

明瞭であるにもかかわらず，宗教裁判所では判

事はKHIを根拠に裁定をしてきた。KHIは実質

的に実体法（hukum material）として機能して

いる（注１０）。

婚姻法のいくつかの規定は長い間問題視され

てきた。独立以前から女性団体が問題にしてき

た複婚（poligami，多妻婚）を始めとして，家庭

内役割，離婚手続きなど性別で異なる規定があ

り，KHIはその細則を規定している。逆に，婚

姻法に規定がないために行政現場での扱いに混

乱を生じさせている異宗教間婚姻，婚外子の問

題があるが，KHIにはこの２つの問題について

は規定がある。さらに，婚姻法では全く言及さ

れなかった妻の側だけに罰則が課せられるヌシ

ュズ（nushuz，不服従，反抗）に関して，KHIは

細かく定めている。問題の多くは性差条項であ

る。さらに法的位置づけの不明確なKHIが上位

の法である婚姻法を部分的に侵犯する，という

法秩序上の混乱が事態を複雑にしている。

ただ，婚姻法には性差条項があるとはいえ，

近代国家の制定法に相応しく女性の法的地位を

引き上げようとした努力もみられる。これに対

して，婚姻法の１７年後に編纂作業が終了した

KHIに性差規定がより多いのは，古典的イスラ

ーム法との連続性が大きいからであろう。KHI

編纂作業ではキターブの検討，ウラマーからの
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意見聴取，フィールド調査などが行われた。新

しく解釈された規定もあるが，大半は古典的イ

スラーム法の複製である（注１１）。国家，地方レベ

ルでの制度上のイスラーム法適用が話題になる

今日でも，婚姻法は実体法としてイスラーム法

を取り込んだ唯一の制定法であり（注１２），KHIは

ウラマーの理解するイスラーム法そのものとも

言える。社会の大半が関わる問題であるだけに，

婚姻法およびそれを支えるKHIの改正は大きな

関心を呼ぶ。

２．「イスラーム法集成対案」起草の経緯

婚姻法，KHI改正の機運は，１９９８年５月のス

ハルト退陣後の民主化のなかで到来した。女性

に対する暴力，ジェンダー公正に対する関心が

高まり，新しい政権は自らの正統性を示す意味

でもその要求に応える必要が生じた。大統領決

定１９９８年第１８１号（１０月に署名）で女性人権委員

会（Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap

Perempuan，女性に対する反暴力国家委員会）が

創設され，委員の多くにNGO活動家が任命さ

れた。また，女性役割担当省にも１９９９年１１月に

NGO出身の大臣が誕生し，名称を女性エンパ

ワメント省に変更した。NGO活動家が一部の

官庁でも活躍するようになった。そのようなな

か，２つの方向から家族法関係法規の整備がア

ジェンダにあがった。

ひとつは，従来弱体であった司法府の強化を

図るため，最高裁判所の指導下に司法整備が推

進されるようになるなかで浮上した。宗教裁判

における審理の典拠となる実体法が欠けている

ことが問題視されたのである。KHIを修正して

法律（Undang−Undang）に引き上げる方向で作

業が開始された。２００３年９月，宗教省のイスラ

ーム法整備検討局（Badan Pembinaan dan Peng−

kajian Hukum Islam）は，「宗教裁判実体法案」

（Rancangan Undang−Undang tentang Hukum

Terapan Peradilan Agama）の草案を発表した。

これはKHIにわずかに修正を加えたほかは，罰

則規定を盛り込んだだけの内容であった

（Kompas，１Oct．２００３）。

あとひとつは政府機関でもジェンダー問題へ

の取り組みが強化されたことと関連がある。

１９９９年１１月末，女性エンパワメント大臣が女性

に対するあらゆる形態の暴力を廃止する政策

（Zero Tolerance Policy）を打ち出した［Endah,

Leya dan Tati２０００a，５，１３―１５］。女性人権委員会

も，２０００年１１月に女性に対する暴力を生む可能

性のある法として婚姻法を改正対象にあげた

［Endah, Leya dan Tati２０００b，３４］。女性エンパ

ワメント省と民間の女性団体・NGOが協力し

て婚姻法改正を要求するために，修正案起草に

向けた準備を始めた（注１３）。

宗教省にジェンダー問題を扱う部署，女性エ

ンパワメント作業班（Kelompk Kerja Pember-

dayaan Perempuan）が設置されたのは２００２年７

月（注１４）である。大臣付きの専門家スタッフであ

った主任研究員シティ・ムスダ・ムリア（Siti

Musdah Mulia，以下ムスダ）（注１５）がその実施責任

者に任命された。さらに翌年２月この作業班は

宗教分野ジェンダー主流化調整班（Tim Koor-

dinasi Pengarusutamaan Gender Bidang Agama，先

述のPUGのこと）としても活動することになり，

宗教におけるジェンダー主流化活動のためのガ

イドライン策定や書物の編集をその任務とし

た（注１６）。このPUGはイスラーム法整備検討局と

は別個に，KHI検討班（以下検討班）を編成し，

KHIの見直し作業をすでに始めていた（注１７）。責

任者のムスダは「宗教裁判実体法案」の草案が
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発表されたときに，この草案は特に女性団体に

よる再検討が必要だと述べたが（Kompas，３

Oct．２００３），KHI対案はこのイスラーム法整備検

討局の草案に対抗して提出されたものだった。

このような経緯からすれば，KHI対案は国会で

審議されるべき法案の草稿ではなく，法案準備

段階の調査報告書と位置づけるのが妥当である。

KHI検討のための文献・フィールド調査など

の費用は，アジア財団（本部はサンフランシス

コ）から拠出されたが，これはムスダのNGO

活動家としての経歴が長いことと関連するであ

ろう。検討班を構成する１０人と，協力者として

名前があげられた１５人にも，イスラーム系NGO

の著名な活動家の名前が連なっている。なかで

も国内最大のイスラーム組織であるナフダトゥ

ル・ウラマー（Nahdlatul Ulama，ウラマーの覚醒，

以下NU）系の若手知識人，アブド・モクシス

・ガザーリー（Abd Moqsith Gazali，以下モクシ

ス）が重要な役割を担った（注１８）。民主化のなか

で，宗教省の一角にNGO関係者が集う部署が

出現し，KHI検討作業を行うという特殊な事情

ができていた。

Ⅱ 「イスラーム法集成対案」の

提起した問題

『イスラーム法革新──イスラーム法集成

（KHI）対案』［PUG２００４］は１１８ページからな

る。その構成は，前書きに続いて第１章で起草

の経緯が説明されたあと，第２章「多元主義的

で民主的なインドネシアKHIへ向けて」で現行

KHIの問題点を指摘したあと，対案作成の方法

論と理念が開陳される。第３章がKHI対案で，

「イスラーム婚姻法に関する法案」「イスラー

ム相続法に関する法案 」「イスラーム寄進法に

関する法案」の３部で構成され，最後に検討班

と協力者の名簿がある。以下この小冊子の内容

を検討する。

１．方法論の提示

検討班は，KHI対案起草の目的を「民主主義

に合致し，かつ純粋にインドネシア文化の特徴

を反映させた法の定式（rumusan）を示すこと」

［PUG２００４，４］であるとした。その定式は「シ

ャリーアの目的」（maqashid al−syari’at），つまり，

社会的公正（keadilan sosial），人類のマスラハ

〔福 利〕（kemaslahatan umat manusia），博 愛

（kerahmatan semesta），地域の知恵（kearifan

lokal）という原則・原理に基づくとした［PUG

２００４，４］。一方，叩き台となる現行KHIは理念

と使命に根本的な弱点があるとした。平等（al

−musâwah），友愛（al−ikhlâ‘），公正（al−‘adl）と

いうイスラームの普遍的原則に反する［PUG

２００４，７］ほかにも，国内の法のみならず，イ

ンドネシアが批准した国際条約にも抵触すると

批判した［PUG２００４，９―１０］。そのうえで，検

討班自身の方法論と理念を次のように示した。

KHIの方法論上の問題は，古典的宗教解釈の

規範的説明をそのまま取り入れ，インドネシア

の知恵（kearifan）を全く掘り起こさなかった

ために，法学古典を聖化（sakralisasi）してしま

っていることである［PUG２００４，２１］。古典的

法学では，人類のマスラハをどれだけ反映させ

るかよりも，クルアーンとスンナの文字にどれ

だけ依拠しているかが問われている［PUG

２００４，２２］。このような字義的解釈にかえ，次

の３点に関心を向けるべきだとする。

第１に法源学古典のなかで周縁的にしか扱わ

れてこなかった次の３つのカーイダ（kaidah，
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法原則，法理論──アラビア語ではカワーイド

〔qawā‘id，Ⅲで詳述〕）を再活性化すること。

（１）「考慮すべきは字面の一般性ではなく，

理由の特殊性である（al−‘ibrah bi khushûsh

al−sabab lâ bi‘umûm al−lafdz）」，

（２）「アカル（akal，理性）による個別化と慣

例による個別化〔が可能〕（takhshîsh bi al−‘aql

wa takhshîsh bi al−‘urf）」，

（３）「ひとつのものがすでに狭くなってしま

ったら，広げることができる（al−amr idzâ

dlâqa ittasa’a）」［PUG２００４，２２―２３］。

第２に，従来の法源学のパラダイムの脱構築

（membongkar bangunan）をはかること。

（１）思考を神学中心主義から人間中心主義に

転換すること，

（２）解釈学においてナッス（明文）を客体に，

解釈者自身を主体にすること，

（３）従来のシャリーアをフィクフの法として

相対的なものと理解し，かわりに公正，平

等，マスラハ，基本的人権の確立というイ

スラームの原則を達成するために有効な方

法をシャリーアと規定すること，

（４）マスラハはすべての解釈で検討されるべ

きこと，

（５）演繹的な思考から帰納的な思考への転換，

つまり地域の知恵（al−‘urf，慣習）から多

くを汲み出すこと［PUG２００４，２３］。

第３に，新しい法源学カーイダを用いること。

（１）「（クルアーンとスンナから法を引き出すう

えで──筆者注）考慮すべきは字面でなく

目的〔含意〕である」（al−ibrah bi al−maqashid

la bi al−lafdz）。軸となるのはアヤット（ク

ルアーンの節）の倫理的理想であって，特

定の命令や字議どおりの命令を法規定にす

ることではない。コンテクストを理解する

ことが，「シャリーアの目的」を発見する

第一条件である。

（２）「マスラハの論理を用いて聖典のナッス

をナスフ（廃棄）することができる」（jawaz

naskh al−nushush bi al mashlahah）。

（３）「公衆の知恵（kearifan umum）は，聖典

テクストを修正する（tanqih al−nushush bi

‘aql al−mujtama）」［PUG２００４，２３―２５］。

方法論は，「シャリーアの目的」発見を軸に

して，カーイダが法抽出の原則となるというこ

とである。人間の理性による解釈にかなりの裁

量を持たせる大胆な方法である。

さらに，法が反映させるべき理念・基本的価

値を次のように提示した。

（１）多元主義（pluralisme ; al−ta’addudiyaah）。

インドネシアは種族，文化，言語，宗教に

おいて多元的社会であり，その多元性にど

のように臨むかということが必要とされる。

（２）国民であること（nasionalitas ; muwâtha-

nah）。インドネシアを構成するのは宗教に

基づいた成員ではなく，国籍に基づく成員

であり，古典法にあるズィンミー（dzinmmi，

保護される非ムスリム）のような二等国民

はいない。多数派の宗教としてイスラーム

はムスリムだけの問題ではないのであるか

ら，法適用の前提は国籍を有することであ

る。

（３）基本的人権の確立（HAM : iqâmat al−huqûq

al−insâniyyah）。当初よりイスラームは被抑

圧者（mustadh’afin）の権利確立のために存

在した。イスラームには充足されるべき基

本的人権として，生存権（hifdz al−nafs aw al

−hayât），信仰の自由（hifdz al−dîn），思想
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の自由（hifdz al−‘aql），所有権（hifdz al−mâl），

名誉維持権（hifdz al−‘irdh），子孫獲得権（hifdz

al−nasl）がある。

（４）民主性（demokratis）。イスラームには，

民主主義の原則と同等である平等性（al−

musâwah），自 由（al−hurriyah），友 愛（al−

ukhuwwah），公正（al−‘adâlah），協議（al−syûra）

というコンセプトがある。

（５）マスラハ（al−mashlahat）。これには個人

にかかわる主観的な問題と社会にかかわる

客観的なものがあるが，前者を決定するの

は当事者であり，後者は協議のメカニズム

を通して合意される。

（６）ジェンダー平等性（al−‘musâwah al jinsi-

yyah）。社会文化的側面からの男女の差異

は，神が与えた普遍的な性格（kodrat）で

ある性（kelamin）と区別されなければな

らない。ジェンダー不公正はイスラームの

精神に反するし，クルアーンは性差に基づ

く優劣を強調していない［PUG２００４，２５―

３０］。

それぞれの理念，原則・原理はアラビア語で

も表記された。これはそのような価値がイスラ

ーム伝統のなかにあることを示して正当化する

ためである。西洋からの「輸入」でないことを

示す狙いがある。ここでもマスラハが登場する

が，全体において法規定の指標として示されて

いることがわかる。

この理念を反映させるために先ほどの方法論

が編み出されたわけだが，「シャリーアの目的」，

カーイダ，マスラハが鍵となっている。この３

つは中世中東でのイスラーム法学理論発展に関

する議論でも中心となる概念である［飯山

２００３］。

２．新解釈の規定

このような方法論と理念に基づくと，現行

KHIはどのように修正されるのであろうか。検

討班の述べる方法論で再解釈された規定を現行

KHIと比較してみよう。KHI対案は３部から構

成されるが，ここではKHI対案のなかでも家族

法にあたる「イスラーム婚姻法に関する法案」

と「イスラーム相続法案」に限って議論する。

表１に現行KHIからの目立った変更点を整理し

たが，検討班が重視したのは，行政的手続きの

確定，男女平等，非ムスリムへの配慮，である。

まず，現行KHIが婚姻をアッラーの命令にし

たがう契約（akad），つまりイバダー（ibadah，

宗教義務）とするのに対し，KHI対案は，婚姻

を当事者双方の意志で成立するという人間同士

の契約に基づくとしている。それを法制度上確

固としたものにするために，婚姻登録を婚姻成

立の要件としている。行政上の規則を明確化し

て，婚姻を制度的に保証される契約にしようと

することである。これは神よりも世俗の権威へ

の忠誠を優先する世俗化と解釈される可能性も

あるが，近代国家においては必然の流れであろ

う。

次に，性差規定をことごとく男女平等原則に

基づいて変更した。第１に，婚姻を有効にする

ための要件とされてきた後見人による申込

（ijab）を廃止し，女性当事者自身が婚姻手続

きできるように規定した（注１９）。男性が自身で婚

姻手続きをするように，女性も婚姻の有効性に

主体として関与できるようにした。また，婚姻

をする者が未成年である場合には後見人が必要

とされるが，女性（つまり母親）にも後見人に

なる資格を与えた。第２に，婚姻適齢を男女と

も１９歳に設定して対等の資格とした（注２０）。第３
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論 点 現行KHI KHI対案（イスラーム婚姻法案）

婚姻理解 第２条 アッラーの命令にしたがう非
常に強い契約であり，宗教義務であ
る。

第２条 当事者双方の意思と合意に基づいてな
されるところの家族形成をするための非常に
強い契約である。

婚姻後見人 第１４条，第１９条 女性を婚姻させるた
めの要件； 第２０条 ムスリム男性
であることが条件。

第６条 婚姻要件には含まれず。
第７条（３） 第７条（２）の条件を満たさない場合
に必要。ムスリム男性に限定せず。

婚姻登録 第１４条 婚姻要件には含まれない。 第６条 婚姻要件である。

婚姻適齢 第１５条 女性は１６歳，男性は１９歳。 第７条（１） 男女とも１９歳。
（２） 健全な思考を備え，２１歳に達し，成熟し
ていれば独自に婚姻できる。

証人 第２５条 ムスリム男性に限る。 第１１条 男性でも女性でもよい。

申込と承諾 第２７条 後見人と婚姻する男性の間で
行う。

第９条 婚姻する者同士で行う。

婚資 第３０条 男性から女性へのみ与えられ
る。

第１６条 婚資は女性から男性へも，またその逆
も可能である。

異宗教間婚姻 第４０条c，第４４条 ムスリムは男女と
も非ムスリムとの婚姻を禁じられる。

第５４条（１） 非ムスリムとの婚姻は許される。
（２） 互いの宗教を尊重。
（３） 事前に十分な説明。

第３の離婚後の
再婚の条件

第４３条 元妻が，他の男性と婚姻その
後離婚し，待婚期間が終了したあと。

第６１条（３） 元夫または元妻が他の者と婚姻そ
の後離婚し，待婚期間が終了したあと。

婚姻期間契約 第４５条－第５２条 定めず。 （第２１条，第２２条 定める，婚姻期間が終了す
ると婚姻は解消される）→ 撤回。

懐胎婚 第５３条（１）婚姻外で懐胎した女性は，
懐胎させた男性と婚姻させられうる。

第４５条（２） 婚姻外で女性を懐胎させた男性は，
その子に責任を負う義務がある。

（３） 懐胎させられた女性が望めば，懐胎させ
た男性はその女性と婚姻する義務がある。

複婚 第５５条 条件付で４人まで可能。 第３条 単婚原則，それ以外は無効。

家庭内役割 第７９条 夫は家長，妻は主婦。 第４９条 夫と妻の地位，権利，義務は同じ。

夫と妻の地位 第８０条 夫は妻の指導者，夫が家族の
扶養料に責任を持つ。

第４９条 家庭内の役割は夫と妻の共同で選択，
決定。

不服従 第８４条 妻にのみ適用。 第５３条 妻にも夫にも適用。

子の法的地位 第９９条 次の子を嫡出子とする。
（１） 婚姻から生じた子
（２） 体外受精で，婚姻上の妻が出産
した子
（婚姻外で出生した子に関する規定な
し）

第９４条 次の子が法的地位を得る。
（１） 婚姻から生じた子
（２） 体外受精で，その母親が出産した子
（３） 体外受精で，裁判所の決定を得て他の女
性が出産した子

（４） 婚姻外で出生し，裁判所の決定を得た子

離婚原因 第１１６条e． 夫または妻としての義務
が果せないような身体的障害，疾患
を蒙った。

第６３条 身体的障害，疾患を離婚原因にあげず。

離婚手続き 第１１７条，第１２９条 夫からの離婚はタ
ラク，手続きはタラク申請。
第１３２条 妻からの離婚は離婚訴訟。

第５９条 当事者の一方（夫または妻）から離婚
申請。

表１ 現行KHIとKHI対案の相違点（婚姻・離婚・相続関係）
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に，女性を婚姻証人に認めた。クルアーンが女

性証人は２人で男性証人の１人に相当すると定

めていることを根拠に，現行KHIでは婚姻証人

は男性とされていた。第４に，夫が「家長」で

妻が「主婦」と定められた規定を改め，これを

同等にした。第５に，妻だけに課せられたヌシ

ュズ（反抗）罰則を夫にも適用する。第６に，

婚資は男性から女性へのみ与えられるものと定

められていたものを，その逆も可能であるとし

た。また，床入り前の離婚では婚資支払いは半

分で済む，という規定を廃止した（注２１）。第７に，

離婚手続きの態様を妻と夫も同じとした。第８

に，妻だけでなく夫にも待婚期間，服喪期間を

設けた。こうして男女別に適用される条項はほ

とんど廃止され，残されたのは母性を保護する

条項だけである。

さらに，宗教による適用差別を廃止した。な

かんずく，異宗教間婚姻を認め，ひとつの家庭

内で，夫婦，親子で宗教が異なることを容認す

る条項を設けた。つまり，ムスリムから非ムス

リムへの相続を可能とした。

全体を見渡すと，ジェンダー公正と多宗教共

存を鮮明にさせたために，古典的イスラーム法

を大幅に変更した内容となっている。他のムス

リム諸国の家族法にもまだみられない斬新な規

定が並んでいる。実際に法制化をめざすよりも，

社会に問題提起をすることを意図した感はぬぐ

えない。しかし，ジェンダー公正の原則を貫徹

させようとしたために，いくつか不必要と思わ

れる条項がある。なかでも，婚姻をする当事者

同士の自由意志を重視する意味か，「期間を定

めた婚姻」に関する規定を設けているが，これ

は後述するようにKHI対案に対する理解を阻害

することになった（注２２）。

リアーン（呪詛
審判）

第１２６条 夫が妻を姦通で告発し，妻
がこれに異議を申し立てることによ
り起きる。

第６６条 夫または妻が相手に対して，誓言で姦
通を告発し，訴えられた側が誓言でこれに反
駁することにより起きる。

待婚 第１５３条 待婚は妻のみ。 第８８条 待婚は妻にも夫にも適用。

復縁 第１６３条 待婚期間中に，夫は妻と復
縁できる。

第１０５条 待婚期間中に，元夫または元妻は復
縁ができる。

服喪 第１７０条 夫に死なれた妻は，待婚中
は喪に服す。

第１１２条 配偶者に死なれた夫または妻は，待
婚中は喪に服す。

現行KHI KHI対案（イスラーム相続法案）

異教徒の相続 第１７１条，第１７２条 被相続人がムスリ
ムであれば，相続人はムスリム（に
限られる）。

相続人をムスリムに限定する規定なし。

相続配分 第１７６条 男の子，女の子が共同で相
続する場合は，男の子２，女の子１の
割合である。

第８条 男の子１，女の子１の割合である。

婚外子の相続 第１８６条 母親と母親側の親族との相
続関係のみを有する。

第１６条（２） 生物学上の父親が判明し，裁判所
も認めるならば，生物学上の父親からの相続
権も有する。

縮減と再配分 第１９２条，１９３条。 定めず。

（出所）現行KHIとPUG（２００４）を整理して筆者作成。
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３．KHI対案に対する反応

KHI対案が公式に発表されたのは２００４年１０月

４日，宗教省主催のセミナーの場であった。各

紙はKHI対案について「政府はイスラーム法の

‘革命’を始めた」（『ジャカルタ・ポスト』〔The

Jakarta Post〕）（注２３），「イスラーム法集成草案批判

を呼び起こす」（『レプブリカ』〔Republika〕）（注２４），

「イスラーム法集成‘対案’を社会に普及させ

る」（“Menyosialisasikan ‘Counter Legal Draft’ Kom-

pilasi Hukum Islam,” Kompas，１１Oct．２００４）と報

道した。タイトルはニュアンスが異なるが，３

紙ともセミナーに関しては同じ論調であった。

セミナーではムスダがKHI対案の趣旨説明を行

い，モクシスが方法論上の問題を論じたあと，

タヒル・アズハリ（Tahir Azhary，インドネシア

大学〔Universitas Indonesia〕），ハサヌディン

（Hasanuddin，シャリフ・ヒダヤトゥッラー国立

イ ス ラ ー ム 大 学〔Universitas Negeri Syarif

Hidayatullah〕）がKHI対案を厳しく批判した。

ま た フ サ イ ン・ム ハ ン マ ド（Husein

Muhammad）（注２５）とウリル・アブシャル・アブ

ダラ（Ulil Abshar Abdalla）（注２６）はクルアーンの

解釈は可能であるとKHI対案を擁護した。つま

り，発表時から明確に賛否が分かれたことが報

道された。

また，２つの有力誌がKHI対案に関する特集

を組んだ。『テンポ』は「イスラーム法集成─

─多妻婚はだめ，契約結婚は可」（“Poligami No,

Kawin Kontrak Yes,”Tempo，３３（３３），１７Oct．

２００４，１１６―１２５）と題して，論議を呼ぶ改正点に

ついて解説し，その法制化はかなりの道のりに

なるという見方を示した。ムスダとウリルはイ

スラーム教義の再解釈，家族法改正の問題への

取り組みについて見解を述べる機会を与えられ

た。賛否両論のコメントが掲載されたが，なか

でも法学議論を任務とするウラマー評議会

（Majelis Ulama Indonesia，以下MUIと略）（注２７）委

員の「これは悪魔の法（hukum iblis）だ」

（Tempo，３３（３３），１７ Oct.２００４，１１７）というコ

メントは，反発の強さを示した。

一方，『サビリ』は「逸脱思想が宗教省を占

拠」（“Pikiran Sesat Kuasai Departemen Agama.”

Sabili ５（１２），５Nov. ２００４，１６―３５）と２０ページ

にわたり，主にKHI対案を「憂慮する」見解を

掲載した。ただタイトルとは裏腹に，KHI対案

は宗教省内部からも省の公式見解ではないと否

定されていることを紹介し，MUI委員のアデ

ィアン・フサイニ（Adian Husaini）（注２８）による

KHI対案の宗教学上の問題点を指摘する短い論

説（本稿Ⅲ―１参照）を掲載した。しかし，特集

全体はリベラリズム，世俗主義，フェミニズム

を標榜する集団を糾弾する論調であり，アジア

財団をその「黒幕」と位置づけた（注２９）。さらに

それを国際シオニズム運動の一環とみるムジャ

ヒディン評議会（Majelis Mujahidin Indonesia）（注３０）

副議長の談話も掲載された。

MUI事務務局長（当時）のディン・シャムス

ディン（Din Syamsuddin）も，KHI対案につい

て，「馬鹿げているので，気にかける必要はな

い。……宗教省としての見解ではないし，また

上位の法（婚姻法──筆者注）と抵触するよう

な下位の法はつくれない」と述べた（注３１）。MUI

からの相次ぐKHI対案拒否の発言は，検討班へ

の攻撃に「お墨付き」を与えた感もあった（注３２）。

この流れに抗して，NUの青年女性部ファタ

ヤット（Fatayat）NUの議長マリア・ウルファ

・アンショール（Maria Ulfa Anshor，以下マリア）

は，KHI対案擁護の論説を発表した。マリアは，
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フィクフは時代と場所によって変化しうるので

あるから，主流とは異なる解釈を間違いと決め

つけるべきではないとした。異なる解釈間の橋

渡しをすべきウラマー評議会がKHI対案を「悪

魔の法」呼ばわりしたことを批判した。同時に，

KHI対案は大きな躍進であるが，社会に広める

ときにはそれぞれの問題のダリル（根拠）と参

照文献を示して，ウンマ（一般信徒）が理解で

きるような配慮を求めた［Maria２００４］。長年

の組織活動経験者らしい提言をしたが，マリア

のように検討班を積極的に支持する意見を公表

する者は少なかった（注３３）。

このような社会からの反響に対し，肝心の宗

教省はどのような姿勢をみせたのであろうか。

KHI対案発表当日，宗教大臣サイード・アギル

・アル・ムナウィル（Said Agil Husin Al−

Munawir）は，書面で見解を述べた。グローバ

ル化に伴う急速な変化は宗教解釈を変化させる，

民主的な社会は権威主義的な解釈よりも民主的

解釈を前面に出す（Kompas，１１ Oct. ２００４），と

述べて検討班の作業を称えた（注３４）。しかし，セ

ミナー翌日に宗教省にムジャヒディン評議会が

抗議に押し寄せ，またMUIからも抗議文書（１０

月１２日付）が届くと，宗教大臣は態度を一変さ

せた。ムスダを口頭および文書（１０月１４日付）

で譴責し，MUIに対しても検討班の結成を命

じたことはないと弁明した［Huzaemah２００５，

４８］。その直後に新政権の発足で新しく宗教大

臣に就任したムハンマド・マフトゥフ・バスニ

（Muhammad Maftuh Basuni）は，１０月２６日には

KHI対案を凍結することを表明した（注３５）。さら

に年が明けて２月１４日には，KHI対案を撤回し

た（“Dinilai Resahkan Umat, Menteri Agama

Batalkan Draf Kompilasi Hukum Islam,”［ウンマを

不安にさせると判断、宗教大臣イスラーム法集成

草案を撤回］Kompas，１５ Feb. ２００５）。これに対

して３月２１日，女性人権委員会は宗教大臣に

KHI対案撤回の取消しと議論を求めた（注３６）。し

かし，この要請は無視された。

宗教省の関連部署はKHI対案にどのように反

応したかというと，同省の下部組織の「結婚・

離婚相談所」（Badan Penasehat Perkawinan dan

Penyelesaian Perceraian）発行の雑誌『結婚と家

族』は，「‘シャリーアに背く’法集成案」（“CLD

Kompilasi Hukum‘Inkar Syariat’,” Perkawinan dan

Keluarga , No．３８９，２００４，２―１１）と題して，８ペ

ージにわたってKHI対案を批判した（注３７）。また，

本来ならば最も反応すべき宗教裁判整備局出版

の法学雑誌『法のフォーラム』（Mimbar Hukum）

には，KHI対案に関する論考は１本も掲載され

なかった。結局，宗教大臣の撤回宣言以降，宗

教省関係者のKHI対案に関する発言はなくなっ

た。

メディアではまだ論説が掲載された。２００５年

２月末，デサンタラ文化研究所（Desantara

Institute for Cultural Studies）のミフタフス・ス

ルール（Miftahus Surur）は，宗教大臣のKHI対

案撤回処分に抵抗するよりも，草の根に働きか

ける地道な活動で社会の認識を変えていくこと

から始めるべきだと提案した［Miftahus２００５］。

検討班にとっては仲間内になる側から，「知識

人の先走り」に苦言が呈された形となった（注３８）。

４月初め，NU指導者の１人であるサラフディ

ン・ワヒド（Salahuddin Wahid）が，ウラマー

の意見が分かれる問題を法制化することの難し

さなどのコメントを出した（注３９）。この２人の論

説では，KHI対案のなかで特に問題になったの

が異宗教間婚姻と多妻婚問題であることも総括
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された形となった。また，もうひとつ議論を呼

び起こした期間を定めた婚姻契約については，

検討班自身が誤解を引き起こしたとしてこれを

撤回した（注４０）。

２００５年５月１４日にジャカルタで，NUの成年

女性団体ムスリマ（Muslimat）NUが婚姻法思

想の展開に関するセミナーを開催した。そこで

ムスダは年長の法学者たちに叩かれ，一般女性

信徒からも受け入れられずに孤立した（注４１）。先

に述べたマリアの懸念が証明された形となった。

このセミナーに関する記事を最後にメディアで

はKHI対案問題は取り上げられなくなった。

宗教省の調査によると，婚姻を役所に登録し

ていないムスリムはかなり多いという（注４２）。結

婚という私的事項も国家が干渉する問題である

という法律観念がまだ十分に定着していない状

況である。従来のイスラーム法に則って結婚を

すればそれで足りるという考えがまだ根強い証

拠である。KHI対案は一般のムスリムが受け入

れるには過激に「進歩的」だったと言わざるを

えない。

一方，KHI対案中の問題ある規定はいくつか

といえば，１０点，１６点，１９点，５２点と判断が分

かれた（注４３），批判する側でも法解釈が異なるこ

とを露呈した。これは方法論上も相違があるこ

とを示すが，方法論にまで踏み込んだ批判は少

なかった。

KHI対案に対する攻撃に対して，ムスダは，

「道を踏み外した」（sesat）とか「世俗的」

（sekular）と い う 言 葉 は 法 源 学 の 用 語

（nomenklatur）ではないとして，法学議論をす

るように訴えた［Musdah２００４b，４７］。検討班

の提示した方法論の問題はどこまで議論された

のだろうか。次章ではイスラーム法学理論の問

題に絞って考えたい。

Ⅲ 法学理論の革新とKHI対案

──「シャリーアの目的」，

マスラハ，カーイダ──

１．KHI対案の方法論に対する批判

まず，早くに発表された先述のアディアン・

フサイニの短い論説［Adian２００４］をみてみよ

う。これはKHI対案発表直後，感情的な批判が

多かったなかで，KHI対案の方法論に問題があ

ると指摘した最初の論考である。

アディアンは，イスラーム法の革新を唱える

者が常にフィクフ古典の批判から出発すること

に強い反発を示している。シャーフィイーが構

築した法源学は１２世紀もの間ムスリムの法思想

を縛ってきたが，それに代わる法源学を夢想す

る者が古典を批判するのは，イスラームの「知」

の伝統を理解していないからだと考える。さら

に，検討班がクルアーンとスンナの解釈の方法

論に西洋の聖書解釈学（hermeneutics）を借り

てきているとして，次のように問題視する。西

洋のコンセプトである「ジェンダー平等」を思

考の土台にしてクルアーンをいじくりまわすこ

とは，既存の宗教教義からジェンダー・バイア

スを排除しようとするキリスト教の聖書解釈学

がイスラームに輸入されたに過ぎない。この方

法を提唱したファズルル・ラフマン（Fazlur

Rahman）（注４４）などもまだイスラーム法を部分的

にしか解釈しておらず，新しい法源学の理論を

打ち立てていないと主張する。

これはムスダがKHI対案発表前に，自著『イ

スラームは複婚を告発する』［Musdah２００４a］

を発表して，クルアーンの複婚関係の啓示を再
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解釈したことを念頭に置いたものであろう。確

かにムスダはファズルル・ラフマンの提唱する

歴史的・社会的要素を考慮する手法を用いてい

る。アディアンはこの手法を逆手に取り，預言

者が教友に複婚を禁じなかったことをどう解釈

したら複婚禁止規定が引き出せるのか，とムス

ダの議論に欠落した点を指摘した。相手の理論

枠組みを理解したうえでの批判であり，西欧の

思想文献にも言及しており，新しいイスラーム

主義理論家の台頭を感じさせる。

最も精力的にKHI対案を批判したのは，フザ

イマ・タヒド・ヤンゴ（Huzaemah Tahido Yanggo，

シャリフ・ヒダヤトゥッラー国立イスラーム大学，

以下フザイマ）（注４５）であった。２００４年１０月２０日ジ

ャカルタのヤルシ大学（Uiversitas Yarsi）で開

催されたセミナー（注４６）を皮切りに，KHI対案批

判の先鋒に立った。２００５年１月に出版されたフ

ザイマの小冊子から，法学専門家は方法論上の

問題をどのように論じたのかをみてみよう。

検討班が行ったのはイスラーム法の革新では

なくビドア（bid’ah，逸脱）であり，西洋の原

理を前面に出すためにイスラーム法判断で条件

づけられている方法とカーイダ（法格言，法原

則）に従っていない［Huzaemah２００５，１］。従

来の文理解釈の理論（Ⅲ―２参照）は堅持されな

ければならないし，解釈をする人間のアカル（理

性）は限られている。テクスト解釈が許される

場合も，その解釈は規定のイジュティハードの

方法と条件に則して行わなければならない

［Huzaemah２００５，４］。「シャリーアの目的」に

基づいてクルアーン解釈をすることはイスラー

ム法革新の常道（koridor）から外れている

［Huzaemah２００５，３］。しかも検討班は「シャ

リーアの目的」を独自に定めているが，これは

法学者の理解してきた「シャリーアの目的」と

は異なる［Huzaemah２００５，７―８］。さらに，検

討班の提示した新しいカーイダは，公衆の理性

と教義テクストの字義上の違いが生じると，前

者が後者を修正するということになり，シャリ

ーアを裏切ることになる［Huzaemah２００５，８―

１０］。

表２にフザイマが問題視するKHI対案のポイ

ントを掲げたが，フザイマは根拠とする「イス

ラームの教え」に，クルアーンやハディースお

よび他の「信頼できる」（mu’tabarah）法源をあ

げている。このmu’tabarahとは権威あるウラマ

ーの見解に支えられていることを意味する。当

然，そのような見解を多く含んだ現行KHIに問

題点をあまり見出さず，しかも「政府の決定は

実行されなければならないし，意見の相違を消

滅させる」［Huzaemah２００５，１４］というカーイ

ダ（法格言）を引いて，既存の規定を肯定して

いる。そもそも法改革は混乱を引き起こすと考

えているようである。

フザイマはムスダの著書の誤訳や引用違いを

指摘するなど法学古典に通じていることは示す

が，古典にないものや既存の学問にないものを

認めない，伝統的法学を墨守する立場の典型で

ある。フザイマたちにとって「インドネシアの

フィクフをつくりたい」［Huzaemah２００５，iv］

というムスダたちの意図は論外だったと言えよ

う。

一方，国内２番目のイスラーム団体ムハマデ

ィヤ（Muhammadiyah）の機関誌には，シディ

ック・アル・ジャウィ（Shiddiq Al Jawi──スラ

カルタ・イスラーム宗教学院〔Surakarta Sekolah

Tinggi Agama Islam Negeri〕）（注４７）の「KHI対案を

告発する──イデオロギーと方法論の観点か
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論 点 KHI対案（イスラーム婚姻法案）
イスラームの教え

（クルアーン，ハディースそのほか信頼できる法源）

複婚 第３条 複婚は無効。 公正という条件付で許される。（女性章３節）
クルアーンやハディースに複婚を禁じるナッスはない。

婚姻後見
人

第７条，９条 婚姻要件ではない。女
性も申込および承諾が可。

婚姻要件である，女性が自らを婚姻させた婚姻は無効。
（雌牛章２３２節，光章３２節，ハディース，多数のウラマー）

証人 第１１条 男女とも証人になれる。 女性は刑法問題，婚姻，離婚では証人になれない。（雌
牛章２８２節，ハディース）学派によっては婚姻では男
性２名の証人が義務づけられ，１名の男性と２名の女
性の証人でもよい。

婚資 第１６条 夫になろうとする者，妻にな
ろうとする者双方に与える義務。

夫になろうとする者から妻になろうとする者へ与える
義務がある。（女性章４節）

役割分担 第５０条（２）a 家庭内での役割を選
ぶ権利は夫婦同等。

夫は家長，妻は家庭の指導者。（女性章３４節，ハディ
ース）

異宗教間
婚姻

第５４条 認める，互いの宗教を尊重。 ハラム。ムスリム男性は啓典の民の女性との婚姻が許
されるが，害の方が大きいのでMUIはハラムと裁定
（Ibnu Umarと同意見）。（雌牛章２２１節，試問される
女性章１０節）ウラマーはムスリム女性が非ムスリム男
性との婚姻はハラムで合意している。婚姻法は禁じて
いる，政府の決定に従わねばならない。（女性章５９節）

子の宗教 第５５条 その婚姻から生まれた子は宗
教を選ぶ権利がある。

非ムスリムはムスリムの子の養育者になってはならな
い。（女性章１４１節）

復縁 第６１条（１） 取消可能な離婚の場合は，
待婚期間中は夫および妻は復縁する
権利がある。

（２） 第３離婚後は，元夫または元妻
が他者と婚姻，離婚，待婚後に可能。

取消可能な離婚の場合，妻が待婚中の夫にのみ復縁す
る権利がある。（雌牛章２３１節）
第３離婚後は，元妻が他者と婚姻，離婚，待婚後に可
能。
（雌牛章２３０節，ハディース）

離婚審理
中の扶養

第７６条（２）b 夫婦で責任。 待婚中の妻には，夫は復縁する権利があり，したがっ
て夫はその扶養料支払いを義務づけられる。（雌牛章
２２８節）

待婚 第８８条 夫にも妻にも待婚がある。 妻のみに待婚がある。（雌牛章２３４節・２２８節，離婚章
４節）クルアーン，ハディースのナッスまたウラマー
の合意も夫の待婚を義務づけているものはない。

授乳費負
担

第９２条（２） 子の授乳費用は両親の負
担となる。

子の全授乳費用は夫の負担となる。（雌牛章２２３節）

代理出産 第９４条c 裁判所の決定で認める。 たとえ妻の卵子であっても，姦通児とみなす。（Syekh
al−Azhar, MUI, Mahmud Syaltut, Syekh Syra’rawy他の
ファトワ）

服喪 第１１０条 夫であれ，妻であれ義務。 妻には義務づけられる（ハディース）。夫には義務づ
けられないが，服喪することは望ましいとみなされる。

KHI対案（イスラーム相続法案）

相続人の
資格

第５条 非ムスリムの相続を制限する
規定なし

ムスリムは非ムスリムから相続しないし，その逆も不
可。（ハディース）

相続配分 第７条 相続配分は原則として相続人
の自由意志と合意に基づく。

相続配分は神が定めた規定（女性章１１，１２節）に沿っ
てなされなければならない。ただし相続人は配分を認
識したあと合意することもできる。

（出所）Huzaemah（２００５，１９―２９）を整理して筆者作成。

表２ フザイマ・タヒド・ヤンゴが問題視したKHI対案のなかの条項
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ら」と題する論評［Shiddiq２００４］が２回にわ

たって掲載された。シディックは，ジェンダー，

人権，民主主義，多元主義もイスラームではシ

ャリーアに規制されることを前提に，方法論に

対しては次のように述べた。

第１に，マスラハ（福利）をすべての基準に

するのは資本主義の功利主義と同じである。第

２に，法抽出において現実を考慮する必要はあ

るが，現実がシャリーア（価値体系）を定めて

いくのは西洋の方法である。イスラーム法はク

ルアーンとスンナのなかにある啓示が法源であ

る。第３に，革新を急ぎ過ぎると，フィクフ（法

学）を崩壊させる。再活用されるべきだという

カーイダのうち２つはイスラーム法を暫定的な

ものにしたり，アカルをテクストのナッスと同

列に置いたりする愚をおかすものである。法学

古典のパラダイムの脱構築も世俗主義志向を表

しているだけである。最後の３つのカーイダ（法

理論）はイスラームの知的伝統（khazanah）に

あるものではなく，アカルを啓示の上に置こう

とするだけで，ナスフ（廃棄）コンセプトの毒

に侵されている。基準となるのがテクストの字

義ではなく「シャリーアの目的」であって，マ

スラハでテクストのナスフが許される，公衆の

アカルでテクストが修正できるとなると，神で

はなく人間が法をつくることになる。

要は，KHI対案がテクストの字義から離れた

解釈を可能にするためだけに方法論を新たにつ

くり出したに過ぎず，それは西洋の思考法の影

響であるとした。特にナスフの有効性を否定し，

検討班も参照にした文献（注４８）から「預言者亡き

後のナスフは有効ではない」「シャリーアの問

題で教義テクストとアカルが衝突したときは教

義テクストを優先させよ」という節を引用して

反論した。基本的にはフザイマと同じであるが，

より明晰に論理を展開している。

このように，イスラーム法および法学理論の

革新に対する抵抗は強く，法学伝統の壁は厚い。

法学古典に権威を見出す側は，検討班が古典を

「アラブ的」「古代の」（purba）と評するのを，

学問の否定と理解している。しかし論理の根拠

からみると，両者ともイスラーム学伝統を背景

にしていることもわかる。フザイマやシディッ

クもいわゆる「イスラーム伝統派」（NU）系の

法学思考の特徴を示している。注目すべきこと

は，先ほど指摘した検討班の方法論の鍵となる

「シャリーアの目的」，マスラハ，カーイダを

ポイントに批判がなされていることである。次

の２つの項ではこの３つについてさらに検討す

る。

２．イスラーム法学理論革新への模索

「シャリーアの目的」，マスラハ，カーイダ

は，インドネシアではどのように扱われてきた

のだろうか。ここ３０年余りのイスラーム法学議

論のなかでおさえてみたい。

現代インドネシアの状況に適応したイスラー

ム法の再構築をめざして，法学理論見直しの議

論が出てくるようになったのは１９７０年代からで

ある。開発政策が社会を大きく変容させ始め，

従来の法学では現実に起きる問題に対応できな

くなっていることが痛感されたからである。法

学古典に通じた知識人の間で議論が展開したが，

主力はNU系のウラマーであった（注４９）。方法論

の問題を最初に一般人にもわかるように明言し

た の は ア ブ ド ゥ ル ラ フ マ ン・ワ ヒ ド

（Abdurrahman Wahid）であろう。シャーフィ

イー学派の方法論は字義解釈に強く拘束される

ために，イスラーム法の発展を難しくしている
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ことを指摘すると同時に，ウラマーに社会的な

関心を持つように呼びかけた［Abdurrahman

１９７５］。一方，NU系ウラマーの間では名祖のシ

ャーフィイー自身が，場所を変えたときに異な

る法判断をしたことが，法再解釈の正当性の根

拠としてよくあげられた［Sahal２００３（１９８５），

４２］（注５０）。

従来NUでは，法判断においてはタクリード

（taqlid，既存の学説への随従）が常道であった。

問題に対処するときは，通常キターブ・クニン

（kitab kuning）と呼ばれるアラビア語の古典文

献を参照して，権威あるウラマーの定めた規定

（qawl）に字義どおりに従う。また新しい問題

であれば，すでに規定のある問題に引き寄せて

考えた。そこで解決がつかなければ法規定抽出

方法論（manhaj）に従って集団で検討を行うが，

かなり限定的にしか行われない。それは法学理

論上キヤース（類推）の域を出ず，法を新しく

作りだすことを意味する「イジュティハード」

という用語は避けられてきた［Masdar１９９５，

９５；Marzuki２００１，１３２，１３６：Sahal２００３］。当然

ウラマーの見解は微調整という変化でしかない

し，論じる問題は狭い領域に限られていた。キ

ターブ・クニンはクルアーンに次ぐ聖典のよう

に扱われていた［Sahal２００３，xxxviii］。古典的

イスラーム法が維持されてきたのは，ウラマー

の側に，既存の法規定ましてや法解釈の方法を

変えようとする動機が乏しかったからであろう。

１９８８年から９０年にかけて，NU系若手ウラマ

ー，マ ス ダ ル・マ ス ウ ー デ ィ（Masdar

Masudi）（注５１）を中心に，法学古典を批判的に検

討し，さまざまな角度から議論するハルカ

（halqa，勉強会）が開催された。これはマスダ

ルが代表を務めるNGO，Perhimpunan Pengem-

bangan Pesantren dan Masyarakat（プサントレ

ン社会開発協会，通称P３M）とNU系のプサント

レン（寄宿制のイスラーム教育機関）の連合体で

あるイスラーム教育協会（Rabithah Maahid al−

Islamiyah，通称RMI）との連携で行われた。こ

のハルカにはNUの有力ウラマーであるサハル

・マフフズ（Sahal Mahfudz）（注５２）も参加して学問

的に支援したが，当時のNU議長アブドゥルラ

フマン・ワヒドもこの活動を庇護した。

このハルカでの討論からは新しいフィクフの

特徴として次の５点を挙げた。第１に，法学テ

クストを状況のなかで理解する。第２に，「学

説に従う（bermazhab）」とは，「テクスト上（qawli）

の学説」のから「方法論上（manhaj）の学説」

へと意味が変わる。第３に，主要な教義である

ウスル（usul）と分枝の教義であるフルーウ

（furu’）を確認する。第４に，フィクフは国の

実定法としてではなく，社会倫理として通用さ

せる。第５に社会文化的問題において哲学思考

の方法論を導入する［Sahal２００３（１９９４），vii–viii］。

方法論上重要なものは３番目である。これは法

源になる規定と，細則として扱える規定を区別

することであると言える。そうすると，方法論

をどのように変えるのかということを，マスダ

ルとサハルの論考からもう少し詳しくみてみよ

う。

マスダルは，アラビア語のテクスト解釈に終

始する従来の方法論を，「テクスト（ナッス，

明文）への過剰な拘束で，シャリーアは方法で

はなくそれ自体が目的化してしまった」［Masdar

１９９５，９４］と批判した。また，テクスト依存

を正当化するカーイダ，「ハディース（教義テ

クスト）は，その真正性（kesahian）が証明さ

れれば，私のマズハブ（従うべき学説）である」
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の再検討が必要であるとした［Masdar１９９５，

９７］。

少し説明を加えたい。従来の方法論では法判

断の根拠となるもの（ダリール）はクルアーン

とハディースのナッスである。伝統派の場合は

キターブ・クニンのナッスも同様に扱う。これ

がアラビア語文法上どのような形で終わるかが

法規定のイスラーム法上の位置づけ（義務、禁

止など）を決定する。したがって，ウラマーは

ひたすらテクストの文言を文法的に正しく読み

取ることに関心を集中させることになる。法学

理論で問われるのは，ダリールがカティ（qati，

確定的）であるのか，それともザンニ（dzanni，

臆見的）であるのかということである。ザンニ

であれば解釈の余地がある，つまり複数の解釈

が可能とされる［EHI １９９６，１４５４―１４５５］。先述

のフザイマが堅持するのはこの文理解釈の理論

である。この文理解釈には基本的には宗教的な

色合いはない［ハッラーフ１９８４，１８５］。

これに対して，マスダルは次のような新しい

パラダイムを提示した。カティをイスラームの

普遍的価値（公正，平等，人類愛など）つまり動

かせない基本原則と定義し，一方ザンニはその

基本原則を具体的に実行する場合の技術的な分

枝規定とし，それゆえにクルアーンやハディー

スの規定は状況に応じて解釈は変わっていく

［Masdar２０００，２９―３４］，とした。

従来ひとつの問題に関してクルアーンのなか

にある矛盾には，啓示降臨の順序を確定するこ

とによって先行のアヤット（節）をナスフ（廃

棄）するという方法で整合がなされてきた。し

かしマスダルは，カティ（基本原則）に反する

か否かがその基準となるとした。したがってク

ルアーンとハディースにある規定はカティなの

かザンニ（分枝規定）なのかをまず確認する必

要がある。こうしてテクストの文体よりも，啓

示の意図を重視してクルアーンを解釈する方法

をめざしたのである。それぞれのアヤットは啓

示が降りたときの文脈（当時のアラブ社会の状

況も含める）を考慮して，啓示の意図を確認し

ようとした。そのうえで，それが適用される社

会の状況を考慮する必要を説いた。

一方，サハルは「シャリーアの目的」という

用語を用いて，法判断の軸となる原則を示そう

とした。この用語はマーリク学派のシャーティ

ビー（al−Shatibi，１３２０―１３８８）によってよく知ら

れるようになったが，そのポイントはシャーフ

ィイー学派のジュワイニー（al−Juwayni，１０２８―

１０８５）やガザーリー（al−Ghazali，１０５８―１１１１）に

よってすでに提出されていた［Moqsith２００５a，

３５７―３５８，３６８］。インドネシアのウラマーの間で

はよく知られていた用語である。検討班もマス

ダルの「カティ」よりもこちらの用語を選んで

いる。

次にマスラハであるが，そのコンセプトはガ

ザーリーが定式化した。ガザーリーは，シャリ

ーアの目的とするところは，宗教，生命，子孫，

理性，財産を保全することであり，それを実現

することがマスラハであるとした［Moqsith

２００５a，３５７―３５８；２００６，１２１］。マスラハはハンバ

ル学派のイブン・タイミーヤ（Ibun Taymiya，

１２５８―１３２６），イブン・カイイム・ジャウズィー

ヤ（Ibn Qayyim al−Jawziya，１２９２―１３５０）などによ

って法思想のなかに位置づけられ，近代になっ

て改革派によって積極的に用いられた。クルア

ーンやハディースにナッスがないときは法裁定，

法抽出においては判断の根拠とされた。

サハルによると，シャーフィイー学派は，ナ
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ッスで説明が得られない問題に関してはマスラ

ハを根拠にせず，キヤースの方法を強調する。

より好まれるのはイッラ（法の理由，根拠とし

ての原因）であり，マスラハはその中に含まれ

ているという理解するという［Sahal２００３，xlvi］。

マスラハは，根拠にするにはあいまい過ぎる概

念と考えられていたようである。フザイマはマ

スラハに言及しなかったが，それは彼女が馴染

んだ法学理論では重視されなかったからであろ

う。しかし，ムハマディヤ系の法学では頻繁に

使われ，よく知られている法学用語ではあ

る（注５３）。

マスダルは，法学思想の根本はマスラハであ

り，それはとりも直さず社会的公正であると主

張する。マスラハがシャリーア解釈の基軸にな

ることを唱道し，シャリーアのめざすところは

人類のマスラハ以上のものはないとする。ナッ

スに裏づけられないときでも，人間の利益を保

証するものは正当（sah）とすべできあるとし

た［Masdar１９９５，９７］。また，マスラハを考え

る場合の対象があまりに漠然としているのであ

れば，抑圧された人々，社会的弱者に的を絞る

ことが適切であるともした［Masdar１９９５，９７］。

これに対してサハルは，シャリーアの根本目

標は人間の内外面のマスラハであり，マスラハ

を人間の幸福の土台になるもの，生活の基本財

を充足させることと考えている［Sahal２００３

（１９８７），１０―１１］。つまり，具体的に考えること

によって法学理論のなかにこの用語を位置づけ

ようとしている。マスラハを根拠にする場合は，

特定地域の社会の必要性を確定させて考えよう

としている［Sahal２００３，xxxiv］。マスダルもサ

ハルも，プサントレンとその周辺の農村社会の

開発問題に関わってきたが，社会的関心の強さ

がマスラハの用法にあらわれていると言える。

カーイダについては，マスダルも引用するが

詳しくは論じていない。一方，サハルはカーイ

ダについては随所で触れ［Sahal２００３］，イスラ

ーム法発展を可能にする方法として重視してい

る。カーイダに関しては次節でさらに詳しく述

べる。

マスダルのP３Mは，女性をめぐるイスラー

ム法を再解釈する「女性のフィクフ」（Fiqh al−

Nisah）プログラム（注５４）を推進した。従来の法学

が女性の義務を中心に述べてきたのに対し，女

性の権利を擁護する理念を強く打ち出した。サ

ハルより一世代若いマスダルたちの特徴はこの

ような古典法の影響が強い分野に果敢に取り組

んだことであろう。取り上げるトピックにも現

代性がある。このプログラムの成果としてマス

ダルが発表した『イスラームと女性の性および

生殖の権利』（１９９７年）は注目を浴びた。

これが刺激となったのか，１９９０年代末から，

イスラームの観点から女性に関する問題を再考

する書物が続々と出版された。女性の権利をめ

ぐる革新的論考が出てくることで，家族法改正

問題も新たな段階に入った。かつて近代法学者

とイスラーム法学者の間で行われていた議論が，

イスラーム法学者間でイスラーム法の解釈をめ

ぐる議論となったのである。ムスダたちのKHI

検討作業は「女性のフィクフ」プログラムの延

長線上にあり，マスダルたちの新しいフィクフ

をさらに進めようとしたものであった（注５５）。

ただ確認しておきたいのは，法規定・方法論

の革新をめざす動きはジェンダー公正をめざす

動きとだけ連動したのではなく，大きな社会変

動への対応として起きたということである。革

新の基本は，イジュティハードが必要であるこ
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とを認識し，イスラーム法の「本来の性格」（jati

diri）［Sahal２００３，l］を失わせないために根本

の（主要な）原則を確認し，現代社会の問題解

決ができる形でイスラーム法を提示することで

あった。そのための方法論を模索し，学派の枠

を越えて有効なコンセプトを導入してきた。

３．法学理論革新への課題

KHI対案のなかでは，「脱構築」を意味する

dekonstruksiやmembogkarという言葉が出てく

る。法体系を変えようとする意図が示されてい

る。一方，マスダルはより控え目にmenyegarkan

kembali（再生させる）とし，サハルはさらに慎

重にperkembangan（発展）という言葉を選び，

「フィクフの革新」という表現は不適切とさえ

主張する［Sahal ２００３（１９９０），４５］。サハルの場

合は部分的イジュティハードを積み重ねる方法

を強調している。これは三者の法学古典に対す

る姿勢を示したものである。検討班の「シャリ

ーアの目的」，マスラハ，カーイダの扱いは先

行する世代とどう違うのだろうか。

それではまず，「シャリーアの目的」から考

えてみよう。サハルは「シャリーアの目的」，

つまり宗教，生命，子孫，理性，財産を保全す

るために，イスラーム法は次のように規定があ

るとする。生命保護では飲食物の妥当性，刑事

罰を定める。子孫保護のためには婚姻の奨励，

姦通厳禁の諸規則がある。理性（思考）の保護

では理性を失わせるような飲料の禁止などが定

められた。財産の保護では，窃盗禁止，財産権

を確定させる規定などが定められる［Sahal２００３，

xliii–xliv］。この５つはウラマーの間ではよく知

られているし，サハルはこのコンセプトを根本

（ウスル）と分枝（フルーウ）を確認するのに

用いている。

フザイマが検討班のいう「シャリーアの目的」

が法学者のそれとは異なると述べたのは，この

５つを指してのことである。検討班はそれに換

えて，「社会的公正」「人類のマスラハ」「博愛」

「地域の知恵」という原則を入れている。入れ

替えた４つは先述のハンバル学派のイブン・カ

イイム・ジャウズィーヤから取り出しており，

しかもそのなかのヒクマ（ものごとを正しく判

別するための知恵）を「地域の知恵」に置き換

えている。土着の慣習にヒクマがあるという理

解である。モクシスもガザーリーの５原則は十

分承知しているが［Moqsith２００５a，３５７―３５８］，

それではなぜ原則を入れかえたのかというと，

その４つがイスラーム教義総体の核心であると

考えるからである。モクシスは次のように説明

する。

クルアーンにはいくつもの矛盾があり，それ

は字義と字義の間だけでなく，コンセプト同士

にも及ぶ。字義上の問題を処理するなかで「シ

ャリーアの目的」というコンセプトが見出され

た。しかし，問題・コンセプト上の矛盾の処理

は多くはなされていない。たとえば，「他宗教

の信徒に対する安全の保障」と「イスラームの

絶対性」という矛盾するアヤット（節）がある

と，人はそれぞれ自分の都合のいい部分だけを

引用する。このような問題を解決するために，

新しい法源序列を示したい。イスラーム教義の

総体の核心から成る「シャリーアの目的」を第

１に，次にクルアーン，スンナを置く。クルア

ーンやハディースのなかにある規定でも「シャ

リーアの目的」に抵触する場合は改められなけ

ればならない。特にクルアーンの特殊規定（分

枝規定のこと──筆者注）よりも高い位置に「シ

ャリーアの目的」置きたい［Moqsith２００５a，３５５
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―３５６］。つまり，法源の序列を変えようとする

きわめて大胆な意図があった。古典用語のコン

セプトを新しい意味に読み換え，法抽出の機軸

を提示しようとした。

マスラハに関しては，モクシスはスンニ派の

神学概念規定の見直しから説き起こしており，

マスダルの被抑圧者の側に立つコンセプトに共

鳴している。また，ウマル（第２代カリフ）の

政策を引いてナッスに裏づけられない法革新を

行ったと述べるところはマスダルの議論をその

まま踏襲している［Moqsith２００６，１２２―１２３］。

次に，検討班の方法論のなかでも目立つのは

カーイダであろう。ここであらためてカーイダ

に関して述べると，NUの個々のウラマーがよ

く用いるだけでなく，組織体としてNUが政治

的判断をするときにも用いられる。カーイダは

「法学カーイダ」（kaidah fikih），「法源学カー

イダ」（kaidah usul fikih）の２つに分かれる。前

者は諸々の法規定から「法格言」とも言える一

般原則を示し，法判断の指針となる。法的見解

を引き出すのを助けたり，結論を補強したりす

る働きがある。後者は，法抽出，法定式化の原

則であり，「法理論」とも言える。本稿で論じ

てきたのは後者である。

先ほどのフザイマとシディックが，ムスダや

モクシス同じNU系であろうと考えられるのも，

カーイダを重視している点である。フザイマが

検討班のカーイダを批判したのは，それが古典

にないことであり，自身も法学カーイダを用い

て主張を補強している。また，シディックもモ

クシスのカーイダの正統性は否定するが，法抽

出でカーイダが使用されること自体には疑問を

さしはさんでいない。サハルは，法学の発展は

キターブ・クニンのコンテクスト化とカーイダ

の活用によって可能であると述べている［Sahal

２００３（１９９０），xxvi］。

カーイダが法学理論上どのように位置づけら

れるのかを示すのに，NUの法学検討会の決定

（法学裁定と呼ぶべきもの）がある。ここでは法

決定の典拠には，クルアーン，ハディース，ク

ルアーン解釈，預言者の教友のイジュマー（合

意），法源学カーイダ，法学カーイダ，フィク

フ（既存の法規定）があげられ，この順序で並

んでいる［Imam２００６，lx–lxi］，つまり法源に

位置づけられている。

カーイダをこのように法判断・法抽出の要と

して用いること自体はインドネシアの法学に独

特なものとも考えられる。カーイダは法学古典

のなかで作られてきたものではあるが，中東で

は補助的な役割しかないという（注５６）。モクシス

がカーイダを前面に出して新しい方法論を提示

しようとした発想そのものが，インドネシアの

イスラーム法学の環境の産物とも言えるかもし

れない。

モクシスは自らが編み出した３つの法源学カ

ーイダのひとつひとつについて，その根拠を，

古典を引いて解説する［Moqsith２００５a，３５８―

３６８］。法源学の方法論が凝固しないためには，

カーイダのなかには修正されなければならない

ものがあり，また法抽出のそれぞれの方法にも

検討が必要だとする［Moqsith２００５a，３６８］。こ

の見解はマスダルと一致するが，マスダルは新

しくカーイダをつくることまでは提唱していな

い。モクシスのカーイダは，字義的解釈に拘泥

することなく啓示の含意をつきとめ，公共の理

性が決定するマスラハを法抽出の指標にしよう

とした。普遍的な原則を有するアヤットはナス

フ（廃棄）できないが，具体的な方法を指示し
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たアヤットは廃棄できるとした。さらに，歴史

においても，イスラームの原則を体現しない宗

教テクストを改めるためにナスフは常にあった

と主張する［Moqsith２００５a，３６４―３６５］。

しかし，カーイダは多くの法規定のなかから

帰納的に生れてきた性格のものであり，こうし

て意図的につくるものであるのかは疑問である。

インドネシアの法学ではカーイダはよく用いら

れるものの，その選択，用法には恣意がはたら

きやすい（注５７）。ましてや新しくつくるとなると，

自らの法判断を正当化しようとする誘惑を排除

できるかという問題がある。

サハルは既存のカーイダはまだ十分に活用で

きるし，変える必要はないと考えている［Sahal

２００３（１９９０），４５］。また，実は検討班の仲間内

からもモクシスのカーイダの用い方には疑問の

声があがっていた（注５８）。理論を大きく変更して

一気にイジュティハード行うのか，それとも既

存の手法を再活用して再解釈を積み重ねていく

のか，その２つの間で法学理論の革新が揺れて

いることを示す。ここにはまださらなる議論の

積み重ねが必要とされている。

このようにカーイダの扱いに問題はあるが，

KHI対案は原則を明示し，新しい家族法体系を

つくろうとした試みであった。これは現行KHI

と比べると明らかになる。現行KHIの方法論を

分析したヌル・アフマドは，次のような評価し

ている。「KHIの条項を深く読むと，原則が一

貫していないし，新しい理論を打ち立てること

を意図しているわけでもないという印象をもつ。

しかし，従来の保守的な法学教義からいくつか

の改革的解釈を引き出してもいる」［Nur Ahmad

１９９７，７５］。KHIは古典法のごく一部を修正す

るにとどまったが，既存の法学の壁に立ち向か

う意思と理念とを欠いたまま編纂された結果で

ある。

イスラーム法の革新は常に反発を呼ぶ（注５９）。

KHI対案に関する議論が終息しかけた２００５年中

ごろ『IAINに背教あり』［Hartono２００５］と題

する本が出版された。IAIN（Institute Agama Islam

Negeri，国立イスラーム学院）は全国に１４校（一

部は総合大学化して名称変更）あり，インドネシ

アのイスラーム知識人を生み出すイスラーム学

の最高学府である。この本はIAINがその向く

べき方向（kiblat）を中東から西洋へ移したた

めにイスラームの精神を喪失したと非難してい

る。イスラーム革新を唱えてきた知識人の名が

並べられ，さがなら「背教者列伝」の感がある。

本稿に登場したアブドゥルラフマン・ワヒド，

マスダル，モクシス，ムスダ，ウリルの名もそ

こに連なり，KHI対案も「危険書」にあがって

いる。

しかしながら，KHI対案の提出は現行KHIの

法制化に物言いをつけるという意味では成果が

あったと言えよう。宗教省という名がなければ

KHI対案にはこれほどの反響はなかったからで

ある（注６０）。先に述べたモクシスが大胆な提言を

した論考も大して問題にならないのは，通常の

書籍に掲載されているからである。

『IAINに背教あり』では法学上の検討はな

されていない。逆に，古典法に通じているホイ

ルディン・ナスティオン（スナンカリジョゴ・

イスラーム国立大学〔Universitas Negeri Islam

Sunan Kalijaga〕）は，「インパクトがなければ，

いつ変化が起きる」と，インパクトを狙った検

討班にシンパシーを示した（注６１）。

古典文献の再検討にはまだ膨大なエネルギー

が必要とされている。モクシス自身も「イスラ

������ 研究ノート �������������������������������

46



ームの知的伝統（khazana）は十分に豊かであ

る」証拠として，一般には斬新的と思われる複

婚禁止や男性の待婚も過去のウラマーの見解の

なかに見出されることを述べた（注６２）。この知的

伝統に対する信頼は，検討班もそれを批判する

側も同じである。

KHI対案に刺激されたのか，ムハマディヤの

なかからも法源学の脱構築を肯定的に論じる論

考［Mu’arif２００５］（注６３）も出てきた。今後もイス

ラーム法の革新をめぐる試行錯誤は続くであろ

う。

む す び

KHI対案はムスリム家族法改正の試案として

宗教省の名で発表されたが，起草を手がけたの

はイスラーム法の革新をめざすNU系の若手知

識人であった。KHI対案はイスラーム法新解釈

のひとつの具体例を示したが，従来の法解釈と

異なることへの反発は大きく，宗教省もこれを

廃棄処分にした。しかし，この出来事をNGO

活動家が宗教省を乗っ取って起こした騒動とし

て片づけることはできない。KHI対案をめぐる

議論には，イスラーム法学理論革新の試みとそ

れを阻む論理，また課題とされるものが反映さ

れているからである。

KHI対案が提示した方法論のなかで鍵となる

「シャリーアの目的」，マスラハ，カーイダは，

すべてイスラーム法学古典から取り上げられて

いる。この３つはイスラームの主要教義を軸に，

法を再解釈，革新していく方法論を構築する。

この方法論を構築の作業はイスラームの「知」

の伝統から出発しており，その再活用の延長線

上にある。インドネシアで主流の法学派はシャ

ーフィイー学派であるが，イスラーム法学議論

のなかで引用された文献はそれに限定されず，

学派を越えて法学理論の革新を図っていること

がわかる。「シャリーアの目的」は，イスラー

ムの価値観の核となるものを示すものとして使

われ，マスラハは，ウラマーや知識人が現在の

社会問題の解決に法学がどのように貢献できる

かを認識しているかを表すコンセプトして用い

られている。社会の進展とともに法規定抽出の

方法論が問い直されること自体は，イスラーム

法学が現状認識を反映させる学際的な学問とし

ての性格を備えている証拠であろう。

従来，家族法改正問題は，女性問題あるいは

人権問題として扱われた。そこでは近代法学者

から古典的イスラーム法の女性差別的傾向が批

判されたが，これはウラマーには動揺を与えな

かった。しかしKHI対案は，イスラームの用語，

ロジックを用いて，イスラーム法の革新を拒む

ウラマーに突きつけられた「内からの批判」で

あった。KHI対案は，原則を明示し，新しい家

族法体系をつくろうとした試みであった。KHI

対案で示された方法論は，従来の文理解釈に重

きを置く方法論を大きく変えるだけでなく，法

源のクルアーンやスンナであっても，場合によ

ってはその分枝の規定への拘束を廃することを

意図していた。しかし，カーイダの扱いに問題

があるのを始めとして，理論的整合性を得るに

はまだかなりの学的努力が要求されている。

本稿はスラーム法学議論を扱うことで，現代

インドネシア・ムスリムの知的営為を描き出す

ことをめざした。インドネシアはイスラーム世

界の周縁として，常に「イスラームの本場」か

ら伝えられる学問に随従すると考えられてきた。

この発想ではいかに本場に近づくかが「イスラ
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ーム化」の証明と考えられがちであった。これ

に対して，中東イスラーム研究者の小杉泰は，

シャーフィイー学派の現場である東南アジアで

は創造的な営みがあったのではないかと問いか

けた［小杉２００６，６５４］。本稿で述べたKHI対案

にいたるまでの法革新，法学理論再構築の動き

がこれに対する答えになると考える。インドネ

シアでもウラマーは古典法規定を鵜呑みにする

だけではなく，その法抽出の方法論を検討して

新しい解釈，法規定を編み出そうとしてきた。

このような啓示と人間の理性の間で起きる揺れ

の問題は，イスラーム世界のどこでも起きる。

インドネシアのウラマーたちも広いイスラーム

世界の「知」の伝統につながれると同時に，イ

ンドネシアという現場で試行錯誤を重ねている。

（注１） ウスール・フィクフは「法論理学」「法理

論」とも訳される。本稿ではおもに「法源学」を用

いるが，特に方法論との絡みが強い場合は「法学理

論」を用いる。

用語についてひとつ断っておきたい。通常「イス

ラーム法」（hukum Islam）という場合は，シャリー

ア（syariat）とフィクフの法の両方を指す。シャリ

ーアとはクルアーンとスンナに体現されている理念

もしくは法の体系，総体であり，基本原則である。

それをウラマーが解釈した実定法として示したもの

がフィクフである。ここでは「イスラーム法」とい

う場合には，後者を指すことにする。ただし，イン

ドネシアでも両者を区別して用いるのはやはり専門

家であり，一般には両者は区別されず，あるいはし

ばしば混同して用いられている。

なお，アラビア語借用語の表記はインドネシア語

慣用に従い，同一の単語はひとつの表記法に統一し

た。文中のアラビア語のローマ字転写表記は，原著

者（Abd Moqsith Gazali）の同意を得て，一部変更し

た部分もあるが，基本的にはPGU（２００４）の原文を

そのまま引用した。またイスラーム法学用語の表記

に関しては『岩波イスラーム辞典』［大塚ほか編２００２］

を標準にした。

（注２） 家族法に関連する法規は以下のとおりで

ある。（１）婚姻に関するインドネシア共和国法律１９７４

年１号（婚姻法），（２）婚姻に関する法律１９７４年１号

施行に関するインドネシア共和国政令１９７５年９号。

（３）文民公務員の婚姻および離婚の許可に関するイン

ドネシア共和国政令１９８３年１０号。（４）宗教裁判に関す

るインドネシア共和国法律１９８９年７号（宗教裁判法）。

（５）文民公務員の婚姻および離婚の許可に関するイン

ドネシア共和国政令１９８３年１０号の改訂に関するイン

ドネシア共和国政令１９９０年４５号。また後述するよう

に，法的位置が不明確ではあるが，インドネシア共

和 国 大 統 領 指 令（Instruksi Presiden Republik

Indonesia）１９９１年１号で活用を命じられた「イスラ

ーム法集成」（Kompilasi Hukum Islam，通称KHI）も

実際は婚姻法と表裏一体で通用している。KHIも含

めた家族法関連諸法規の邦訳は柳橋（２００５）に所収

されている。

（注３） 後述するように，KHI対案発表の約２週

間後の２００４年１０月２０日，メガワティスカルノプトリ

からスシロ・バンバン・ユドヨノに政権が交代し，

閣僚もほとんど入れ代わった。したがって，KHI対

案が発表された時と撤回された時の大臣は異なる。

（注４） それぞれの法源および解釈の原則などに

関してはハッラーフ（１９８４）を参照。なお，マスラ

ハは何らかの益があることを指すが，イスラーム法

学上は社会福祉という意味においても使われる。イ

ンドネシア語ではkemaslahatanという形でも使われ

るが，ここではmaslahatで統一する。なお，イスラ

ーム法学上の鍵となる概念であることを示すために

本稿では和訳せず，「マスラハ」と記す。

（注５） 筆者はかつて１９世紀末のジャワのイスラ

ーム教育でテキストとして使用されている宗教書を

調べたことがあるが，法源学の文献は見当たらなか

った［小林１９８８］。

（注６） たとえば，インドネシアに独特のイスラ

ーム法適用例には，夫婦の共有財産を認めているこ

と，タクリク・タラク（taklik talak，条件付離婚）を

婚姻締結直後に人前で読み上げることなどがあげら

れる。この規定は婚姻法やKHIのなかにも挿入され

ている。

������ 研究ノート �������������������������������

48



（注７） 家族法関連諸法規に関する研究はArskal

and Azyumardi（２００３）のなかに７編収録されている

ほかにも，Cammack（１９８９），Butt（１９９９），Hooker

and Lindsey（２００３）などがあるが，いずれもイスラ

ーム法学の理論にまで言及したものはない。

（注８） 宗教裁判所は，司法権力基本規定に関す

る法律１９７０年第１４号で司法制度の機関として権限が

認められたが，その制度的確立は遅れていた。婚姻

法がムスリムの離婚・複婚に裁判所の許可を必要と

することを定めたことから，最高裁判所，宗教省が

共同でその組織構造，機能の整備にあたった。

（注９） 国家制定法となった各国のムスリム家族

法に関しては柳橋（２００５）を参照。

（注１０） 宗教省のジャワ島の主要都市でのモニタ

ー（１９９７～９９年）によると，宗教裁判所の判決の７２

パーセントにKHIが使用されている［Wahyu２００３，５

―７］。

（注１１） KHIに対するこのような評価はほかにも

みられる［Nur Ahmad１９９７，７６］，M. B. Hooker “The

State and Shari’a in Indoneisa．”［Arskal and Azyumardi

２００３，４５］。

（注１２） イスラーム法を取り込んだ法律はすでに

いくつかあるが，いずれも手続きに関するものであ

り，宗教義務としての遂行を定めたものではない。

（注１３） 筆者自身は２００３年８月２９日にジャカルタ

で，婚姻法の改正に向けて女性エンパワメント省な

らびにインドネシア女性連合会（Kongres Wanita

Indonesia）がそれぞれ改正案を出し，NGO関係者も

参加して討議する会合を傍聴する機会を得た。少な

くともこの頃には具体的な活動が始まっていた。

（注１４） 宗教大臣決定２００２年３３４号（２００５年８月，

ジャカルタ宗教省で入手）。

（注１５）１９５９年生，ボネ（Bone──南スラウェシ）

出身。シャリフ・ヒダヤトゥッラー宗教学院（IAIN

Syarif Hidayatullah，現在はIAINではなく，国立イス

ラーム大学Universitas Islam Negeri）で博士号（イス

ラーム政治思想）取得，最初の女性「優秀博士」（Dokter

Terbaik）。２００１年宗教省に大臣直属の専門家スタッ

フとして迎えられた。ウラマー評議会 （注２６を参照）

の研究委員会委員長を歴任するほか，複数のNGOで

も活動。

（注１６） 宗教大臣決定２００３年５８号（２００５年８月，

ジャカルタ宗教省で入手）。

（注１７） 後に宗教大臣は，このKHI検討班に関し

ては任命書を発行していないとして，宗教省の公式

組織ではないと言明した［Huzaemah２００５，４８］。な

お，「すでに約１年プログラムを実施」［Pokja

２００４，１］という記述から逆算すると，２００３年の３

月頃から作業を始めていたようである。なお，Pokja

（２００４）とPUG（２００４）は執筆者名がわずかに異な

るが，実際は同じ検討班の手になるものであるので，

以下そのように扱う。

（注１８） モ ク シ ス（１９７１年生，シ ト ゥ ボ ン ド

〔Situbondo〕──東部ジャワ出身）はWahid Institute

（元大統領アブドゥルラフマン・ワヒドの設立した

NGO）研究員であるほか，Jaringan Liberal Islam（リ

ベラル・イスラーム・ネットワーク，通称JIL）の研

究コーディネーター，またLakpesdam NU（Lembaga

Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia NU,

NU人材開発研究所）発行のジャーナルTashwirul

Afkarの編集委員でもある。検討班の他のメンバーは

Marzuki Wahid（Lakpesdam NU研究員），Anik Farida

（宗教省研究員），Saleh Partaonan（Maarif Institute

──前ムハンマディヤ会長の設立したNGO──事務

局長），Ahmad Suaedy（Wahid Institute事務局長），

Marzani Anwar（宗 教 省 研 究 員），Abdurrahman

Abdullah（Sekolah Tinggi Agama Islam Madina Ilmu

──シーア派系大学──教員），Ahmad Mubarok（ウ

ラマー評議会研究委員会委員），Amirsyah Tambunan

（ウラマー評議会研究委員会委員）。

（注１９） 婚姻法やKHIを含め従来のイスラーム法

では，後見人の発する「申込」と花婿が答える「受

諾」（kabul）が婚姻の有効性を判断する最も重要な

手続きである。

（注２０） ムスダによると，古典的フィクフ本には

女性の側により低い婚姻適齢を定めているが，これ

は妻の夫に対する従属性を明確にしているに過ぎな

いという［Musdah２００４a，７０―７１］。

（注２１） これも，古典文献では婚資は夫が妻の性

器（子宮）を買うという理解がされていたからであ

る，とムスダたちは主張する［Muhammad dan

Mukhtar２００５：３７］。
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（注２２） そのほかにも，まがりなりにも官庁から

提出される法案の草稿とすると，一見して制定法上

の問題が見つかる。KHI対案は現行KHIの修正をめざ

したために，KHIの各条項は無前提に出発点となっ

ている。先述したとおり，KHIのなかには婚姻法と

抵触する条項もあり，KHIにある規定はすべて必要

かという議論がまずなされるべきであった。現行法

整備という観点からは，近代法専門家が草案検討に

参与しなかった弱点を露呈している。

（注２３） Muninggar Sri Saraswati “Govt Initiates

‘Revolution’ in Islamic Law,” The Jakarta Post , 5

October 2004（http : //www.thejakartapost.com/２００４

年１０月７日アクセス）．

（注２４） FIN “Draf Kompilasi Hukum Islam Picu

Kritik,” Republika , 5 Oktober 2004（http : //www.

republika.co.id/２００４年１０月７日アクセス）．

（注２５）１９５３年チレボン（Cirebon──西部ジャワ）

生まれ。KHI対案起草の協力者で，ジェンダー問題

で論陣を張るキヤイ（kyai，宗教教師）として名高い。

ポンドック・プサントレン・ダルル・タウヒード・

アルジャウィナングン（Pondok Pesantren Dar al−

Tauhid Arjawinangun）を主宰。

（注２６）１９６７年パティ（Pati──中部ジャワ）生ま

れ。JILの有力なイデオローグ。２００４年４月までは検

討班の作業文書のなかに名前があるが［Pokja２００４，

１１］，１０月に発表された名簿からは除かれている。

（注２７）１９７５年に設立された半官半民の機関で，

ファトワ（法的見解）を出すのが任務である。スハ

ルト政権時代に政府の開発政策をイスラームの見地

から正当化するファトワを出したが，民間の宗教団

体もMUIと異なる見解を発表することもしばしばで

あったため，一般信徒への影響力はそれほど大きく

なかった。しかし，スハルト退陣後，独自の機関と

しての性格を強め，その宗教見解は政治的インパク

トを持つようになった。

（注２８）１９６５年生まれ，ボジョネゴロ（Bojonegoro

──東部ジャワ）出身，イスラーム宣教協議会（Dewan

Dakwah Islamiyah Indonesia，以下DDIIと略）活動家。

DDIIは１９６７年，元首相モハマッド・ナッシール

（Mohammad Natsir）が立ち上げた布教団体。サウ

ジアラビアからの基金を得て活動し，厳格な聖典主

義や反シオニズムの思想を広めた。

（注２９）２００４年６月のアジア財団のレポートによ

れば，インドネシアで３０のイスラーム系NGOがアジ

ア財団からの助成金を受けている［The Asia

Foundation２００４］。

（注３０） ムジャヒディン評議会はスハルト退陣後

に海外から帰国したイスラーム急進派系の活動家が

中心となって，２０００年８月に結成された。

（注３１） “ MUI : Pembaruan Hukum Islam

Mengandung Absurditas,”［MUI：イスラーム法革新

には馬鹿馬鹿しさがある］Republika，6 Oktober 2004

（http : //www.republika.co.id/２００４年１０月７日アク

セス）。ディン・シャムスディンは現在ムハマディヤ

（Muhammadiyah）の会長。

（注３２） 明らかなにKHI対案拒絶の論調を示した

のは，DDII，ムジャヒディン評議会，解放党（Hizbut

Tahrir Indonesia）など，いわゆるイスラーム主義系

団体，および同系統の雑誌サイト『サビリ』『サクシ』

（Saksi）などである。逆に「対案」支持の論調を掲

げたのは，ウリルやモクシスが活動の拠点とするJIL

であった。インターネットの世界はイスラーム主義

系の団体が優勢に情報を発信している。

（注３３） 管見の限り，活字で発表されたものでは

［Nurul２００５］と，［Mochamad２００４］だけがKHI対

案をイスラーム法革新として位置づけた。ただし，

後者は多くの部分が検討班の小冊子からの引用であ

る。

（注３４） 『レプブリカ』と『ジャカルタ・ポスト』

も同様の宗教大臣のコメント，「この草案は論争を呼

ぶであろう。しかしインドネシアでは，イスラーム

法の改革はシャリーアを法制化するよりもずっと良

い」を報じた。FIN “Draf Kompilasi Hukum Islam Picu

Kritik,” Republika , 5 Oktober 2004（http : //www.

republika.co.id/），Muninggar Sri Saraswati “Govt

Initiates ‘Revolution’ in Islamic Law,” The Jakarta Post，

5 October 2004（http : //www.thejakartapost.com/）（と

もに２００４年１０月７日アクセス）．

（注３５） “Menteri Agama bekukan draft Kompilasi

Hukum Islam,”［宗教大臣はイスラーム法集成草案を

凍結］２００４年１０月２６日掲載（http : //www.tempointer

aktif.com/２００４年１０月２８日アクセス）。
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（注３６） 女性人権委員会委員長カマラ・チャンド

ラキラナ（Kamala Chandrakirana）の宗教大臣宛の

文書（２００５年８月，ジャカルタの同委員会で入手）。

（注３７） ただ，ここに掲載された記事の重要部分

は『サビリ』からの引用である。

（注３８） これに対し，モクシスはKHI対案の議論

はまだ終わっていないと，方法論の問題を繰り返し

主張した［Moqsith２００５b］。なお，ミフタスの意見

はKHI対案が引き起こした騒ぎに対するNGO関係者

の意見と合致する。イスラームとジェンダーの問題

を扱うNGOであるラヒマ（Rahima）の代表ファルハ

・チチック（Farcha Ciciek）は，KHI対案について，

「私たちと同じ精神（satu jiwa）だが，社会に提示す

る戦略が間違っている」とコメントした（筆者との

インタビュー，２００５年９月１日，ジャカルタ）。また，

婚姻法改正の草案作成に関わっていたNGOである

LBH−APIK（法律援護協会＝公正のためのインドネ

シア女性協会）の活動家インドリ（Indri）もKHI対

案への反発が婚姻法改正運動を阻害するのではない

かという危惧を述べた（筆者とのインタビュー，２００５

年９月１日，ジャカルタ）。

（注３９） Salahuddin Wahid “Perkawinan, Agama,

dan Negara,”［婚姻，宗教，そして国家］Republika ,

April１２００５（http : //www.republika.co.id/ ２００５年４

月２６日アクセス）．

（注４０） 婚姻期間を定めた契約はシーア派にはあ

るが，スンナ派では禁じられている。検討班の意図

は，家庭生活のつながりを享受し，別離のときを決

定することにおいて男女は平等であるということに

あったようである。撤回はMuhammad dan Mukhtar

（２００５，１５）で表明された。

（注４１） “Women Stall Review of Marriage Law,”

The Jakarta Post , 16 May 2005（http : //www.thejakart

apost.com/ ２００５年５月１７日アクセス）．このセミナ

ーについてはNUのホームページにも掲載された。

“Pikiran Liberal dalam Hukum Perkawinan Islam

Terus dapat Tantangan,”［イスラーム家族法のリベラ

ルな思想は反対された］２００５年５月１４日掲載（http :

//www.nu.or.id/ ２００５年５月１７日アクセス）。

（注４２）４８パーセント［Muhammad dan Mukhtar

２００５，３８］という異常に高い数値があげられている

が，信憑性はともかく，登録率の悪さは常々問題に

なっている。インドネシアのテレビニュースでは１

年に何度も「集団結婚式」が報道され，婚姻登録が

呼びかけられている。

（注４３） 『レプブリカ』紙が１０点をあげ（FIN “Draf

Kompilasi Hukum Islam Picu Kritik,” Republika , 5

Oktober 2004〔http : //www.republika.co.id/２００４年

１０月７日アクセス〕），後述するフザイマは１６点

［Huzaemah２００５，１９―２５］，MUIは１９点，ムスタフ

ァ・ヤコブ（Mustafa Yaqub, MUIファトワ委員会委

員）は５２点（Sabili , 5 Nov. 2004, 23）としている。

（注４４） パキスタン出身のイスラーム哲学者，ネ

オ・モダニズムの唱道者。聖典解釈に歴史学の方法

をもたらした。

（注４５）１９４６年ドンガラ（Donggala──中部スラ

ウェシ）出身。１９８４年カイロのアズハル大学で比較

法学の博士号を取得。MUI委員やムスリム女性学者

国際評議会（Majelis Internasional Ilmuwan Muslimah）

委員などを兼任。当初，KHIの検討に当初関わった

あと，意見の相違で検討班から遠ざけられた経緯が

あったということを，フザイマの小冊子に寄せ書き

をしたナビラ・ルビス（Nabilah Lubis）は記してい

る［Huzaemah２００５，iii–iv］。

（注４６） Chamzawi “Sebuah Catatan Tentang

Kontroversi Revisi Kompilasi Hukum Islam,”［イスラ

ーム法集成修正に関するメモ］２００５年１月１７日掲載

（http : //www.yarsi.ac.id２００５年４月２６日アクセス）。

（注４７） 解放党活動家。解放党はカリフ制の再建

をめざした「イデオロギー政党」（partai politik

ideologis）を自称するが，公的には政党とは認めら

れていない。中央アジアの解放党と連携し，インド

ネシアでは主に大都市で活動。

（注４８） 引 用 さ れ た の は シ ャ ー テ ィ ビ ー

（al−Shatibi，１３２０―１３８８）である。

（注４９） 法学議論展開の概略に関しては小林

（２００２）を参照。なお，非NU系で有力な論客は，

Nurcholish Madjidと，Jalaluddin Rahmatである。

（注５０） シャーフィイーがエジプトに移ってから

バグダードにいた頃の法判断を変えたというもの。

［ハッラーフ１９８４，１１７］を参照。なお，出版年の

あとに記した（ ）内の数字は引用された論考が最

������������������������������� 研究ノート ������

51



初に出版された年を示す（以下も同様）。

（注５１）１９５１年生，中部ジャワのプルウオォクル

ト（Purwokerto）出身。現NU執行委員会副議長。

（注５２）１９３７年生，パティ（中部ジャワ）の出身。

現NU総裁。

（注５３） 現在ムハマディヤは組織の法理論として，

「シャリーアの目的」の中心にマスラハをすえ，マ

スラハを決定するうえでアカルの役割は重要だが，

ナッスと矛盾しないことを前提としている

［Fathurrahman１９９５］。

（注５４） このプログラムはフォード財団の支援で

行われた。ボトムアップの家族計画をめざし，イス

ラーム法の新解釈を，プサントレンを通して広める

ことがその狙いであった。プサントレンはNUの組織

的基盤となっている。

（注５５） KHI対案の協力者に名前があがっている

リース・マルクス・ナッシル（Lies Marcoes Natsir）

は，かつてP３Mで「女性のフィクフ」プログラムを

担当した活動家で，現在はアジア財団職員である。

（注５６） イスラーム法研究者の中田考氏による。

日本語文献のみならず，海外の文献でも，カーイダ

について解説するものはきわめて少ないが，インド

ネシアのイスラーム法学事典での扱いは大きい［EHI

１９９６，８６０―８６９］。

（注５７）２００１年１月の「味の素」事件では，MUI

と大統領（アブドゥルラフマン・ワヒド）の間で異

なる法判断が出された。双方はそれぞれ別のカーイ

ダ（法格言）を選択した。小林（２００１）を参照。

（注５８） KHI対案作成の討論に加わったフセイン

・ムハンマドのこと。フセインはカーイダについて

はモクシスと激論したが，議論が煮詰まらないうち

にKHI対案は発表されたというのである（筆者との

インタビュー，２００５年８月２８日，チレボン）。しかし，

公の場ではフセインは常にKHI対案を支持する側と

して発言を続けた。

（注５９） ここ数年イスラーム教義の再解釈の試み

に対する反発が強まり，その担い手である知識人や

グループへの攻撃は厳しさを増している。NUでは

２００４年末の全国大会ではJIL系活動家の立ち入り禁止

を要求する声が相次ぎ，翌年７月のムハマディヤ大

会でも組織内のこのような集団に対する反発が顕に

なった。続いて，２００５年７月末MUIは，「リベラリズ

ム，多元主義，世俗主義に影響された宗教の教えは

イスラームに反する」という見解など１１のファトワ

を同時に発表した。さらに２００６年５月には，チレボ

ンでフセイン・ムハンマドが設立したNGOが「シャ

リーア適用」を叫ぶ集団に襲われる事件が起きた。

（注６０） ムスダは，KHI対案はKHI検討の研究成果

だが，学術論文の形で書かれても図書館に収められ

るだけで人には読まれない（“Wawancara : Siti

Musdah Mulia : Counter Legal Draf KHI Hanya

Kajian,”［KH対案は研究に過ぎない］Syr’ah , Dec. 2004,

62）と，社会の関心を引く方法で発表したことを認

めている。また，筆者とのインタビューでも，KHI

対案提出でめざしたものを５つあげ，（１）婚姻登録を

要件とすること，（２）無責任な契約結婚を減らすこと，

（３）人身売買が起きないように婚姻適齢を引き上げる

こと，（４）異宗教間婚姻に道筋を与えること，（５）無

責任な複婚を減らすこと。「減らす」（mengurangi）

という表現を使ったが，複婚禁止は最も難しいと見

込んでいたようである（筆者とのインタビュー，２００５

年８月３０日，ジャカルタ）。

（注６１） 筆者とのインタビュー（２００５年８月１９日，

ジョクジャカルタ）。

（注６２） 筆者とのインタビュー（２００５年８月３０日，

ジャカルタ）。

（注６３） 執筆者はジョクジャカルタのムハマディ

ヤ学生協会の活動家。なお，興味深いことに同じ号

には，別の記事にフザイマの小冊子からの引用が論

評なしで掲載されている。
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